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主な内容

衝撃！事故の瞬間
　一瞬で大切な家族や友人の命を奪ってしまう交通事故。
　５月30日（水）、「自転車交通安全教室」が白子中学校で行わ
れ、スタントマンにより交通事故の瞬間が再現されました。時速
40㎞の自動車が人形を乗せた自転車に激突、自転車で違反走行
中に車にはねられるなど、６つの事故が再現され、生徒たちは恐
ろしい事故の瞬間を目の当たりにしました。また、自転車のカゴ
に重い荷物を積んだり傘差し運転をしたり、その危険性を実際に
体験。生徒たちは、交通事故に遭わないために、日頃から交通
ルールと交通マナーを守ることの大切さを身を持って学びました。

人　口
　男
　女
世帯数

12,353（－　7）
6,136（－　4）
6,217（－　3）
4,798（＋　3）

2012. 6. 1現在（　 ）は前月比

○第２回白子町議会定例会 　　　　　 ２
○新「在留管理制度」スタート 　　　 ５
○住宅に関する４つの補助金 　　　　 ６
○国保・介護・年金 　　　　　　　　 ７
○お知らせ 　　　　　　　　　　　　 11
○九十九里浜の詩 　　　　　　　　　 16
○くらしのこよみ・休日当番医 　　　 18
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◇専決処分事項の承認
○白子町税条例の一部を改正する条例
（改正の概要）
　①個人住民税（町民税の申告）
　　 年金所得者の申告手続きを簡素化するため、

公的年金に係る源泉徴収額の計算（源泉徴収
票）に、寡婦（寡夫）控除が追加されました。

　②固定資産税（下落修正の継続）
　　 固定資産税の評価額は基準年度（平成24年度）

の価格を３年間据え置きとしていますが、平
成25年度と平成26年度に地価の下落傾向が認
められた場合、特例で修正する規定が継続さ
れます。

　③東日本大震災関係
　　 長期譲渡所得に係る特例として、東日本大震

災による被災居住用財産の敷地の係る譲渡期
限が延長されました。

○白子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
（改正の概要）
　 長期譲渡所得に係る特例として、東日本大震災

による被災居住用財産の敷地の係る譲渡期限が
延長されました。

○平成２４年度一般会計補正予算
　今回の補正額　２０１，８３２千円
　　歳入　地方交付税　　　１０５，２２０千円
　　　　　国庫補助金　　　　５２，６１０千円
　　　　　繰越金　　　　　　４４，００２千円
　　歳出　総務管理費　　　１６０，０９２千円
　　　　　児童福祉費　　　　４１，７４０千円
◇町道の路線認定
　 中里町営住宅敷地内に３路線（町道３３６９号

線、町道３３７０号線、町道３３７１号線）が
路線認定されました。

◇白子町印鑑条例の一部を改正する条例
　 住民基本台帳法の改正と外国人登録法の廃止に

伴い、所要の整備がされました。
〈改正の概要〉
　・ 外国人登録法に関する規定の削除（外国人住

民も住民基本台帳法の適用対象）
　・ 印鑑登録に関する規定の追加（外国人住民の

通称等の表記による印鑑登録等）
◇白子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
　 被保険者の負担軽減のため、医療分の算定に係

る基礎課税額が減額されました。

区　分 改正前 改正後

被保険者均等割額 22,000円 20,000円

世帯別平等割額 30,000円 20,000円

◇平成２４年度一般会計補正予算
　今回の補正額　１０６，３６６千円
　　歳入
　　　地方交付税　　　　　４４，２３９千円
　　　国庫補助金　　　　　２２，１１９千円
　　　県補助金　　　　　　１１，５５７千円
　　　繰越金　　　　　　　２８，４５１千円
　　歳出
　　　総務管理費　　　　　７７，３０９千円
　　　児童福祉費　　　　　　７，０００千円
　　　保健衛生費　　　　　　５，４１０千円
　　　農業費　　　　　　　　３，４２７千円
　　　商工費　　　　　　　　７，６７７千円
　　　土木管理費　　　　　　　　５４３千円
　　　消防費　　　　　　　　５，０００千円

■可決された主な議案

国民健康保険税を引き下げ
平成24年 第２回白子町議会定例会

　平成２４年第２回白子町議会定例会が６月１３日（水）に開かれ、専決処分事項の
承認３件と平成２４年度一般会計補正予算案など４件が上程され、慎重審議の結果、
承認・可決されました。
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指揮者　野村和男（第１分団第３部）
１番員　渡辺明祥（第１分団第１部）
２番員　上島雅宏（第１分団第３部）
３番員　石田勝也（第１分団第３部）
４番員　倉田晃二（第１分団第３部）

□ 個人賞
指揮者　長島宏一（第１分団第４部）

１番員　金坂篤史（第１分団第４部）

２番員　長嶋裕二（第１分団第４部）

３番員　金坂裕一（第１分団第４部）

□ 個人賞

優勝　第１分団第３部
□ ポンプ自動車操法の部

優勝　第１分団第４部
□ 小型ポンプ操法の部

　
消
防
団
は
、
有
事
の
際
に
地

域
住
民
の
生
命
や
財
産
を
守
る

た
め
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
団
員
は
日
頃
か
ら
様
々
な
活

動
を
し
て
い
ま
す
が
、
毎
年
こ

の
時
期
に
な
る
と
夜
間
に
操
法

訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。
操
法

は
、
消
火
活
動
が
迅
速
、
的

確
、
安
全
に
行
え
る
よ
う
、
消

防
用
の
機
械
器
具
等
、
国
の
基

準
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
消
防
団
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

仕
事
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
北
消

防
署
の
職
員
の
指
導
を
受
け
な

が
ら
、
役
場
の
駐
車
場
で
約
１

か
月
に
わ
た
り
夜
間
訓
練
を
行

い
ま
す
。
そ
の
訓
練
の
成
果
を

発
表
す
る
場
が
消
防
操
法
大
会

で
す
。

　
今
年
は
６
月
10
日
（
日
）
に

第
７
支
団
（
白
子
町
）
の
操
法

大
会
が
開
催
さ
れ
、
小
型
ポ
ン

プ
操
法
の
部
で
は
第
１
分
団
第

４
部
が
、
ポ
ン
プ
自
動
車
操
法

の
部
で
は
第
１
分
団
第
３
部
が

優
勝
し
、
６
月
24
日
（
日
）
に

長
生
村
で
開
催
さ
れ
た
長
生
支

部
大
会
に
出
場
し
ま
し
た
。

地
域
の
た
め
に
活
動
す
る
消
防
団

「
第
７
支
団
消
防
操
法
大
会
」
開
催

火災現場では、迅速で正確な操作や命令の伝達が求められます。
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　昭和62年に白子町議会
議員に当選以来、平成15

❏旭日単光章

故 宗
むね

 嶋
しま

　 功
いさお

 氏
享年80歳（幸治東）

年まで４期16年間、町政に参画。その間、平
成８年から平成10年まで、第25代副議長を務
め、議会と町執行部との調整役として尽力さ
れました。また、白子町農業委員会委員、白
子町観光協会役員としても活躍され、町の進
展に大きく貢献されました。故宗嶋氏の功績
を讃え、心からご冥福をお祈り申し上げます。

元白子町議会議員

　昭和54年から平成７年
まで４期16年間にわたり

❏旭日単光章

長
なが

 島
しま

　喜
よし

 晴
はる

 氏
88歳（剃金東）

白子町議会議員として活躍。その間、平成元年
から平成３年まで第21代副議長として議長を
補佐し、その重責を果たされました。また、白
子町農業委員会委員、白子地区県営鉱毒対策
事業実行委員会委員、両総土地改良区南白亀
工区委員長、白子町振興審議会委員、民生児童
委員等、幅広い分野で町政に貢献されました。

元白子町議会議員

　平成11年から平成18年
まで、東京都稲城市の収

❏瑞宝双光章

大
おお

 野
の

　俊
とし

 弘
ひろ

 氏
71歳（福島）

入役（現会計管理者）として活躍されました。
元々、稲城市の職員で、40歳の若さで市民部
長に抜てきされ、その後、福祉部長や議会事
務局長、総務部長、都市整備部長等々、多面
にわたり市政に貢献。その豊富な知識と経験
を活かし、収入役時代は、市の金庫番として
適正な会計事務の執行に尽力されました。

元東京都稲城市収入役

　昭和37年から平成13年
まで39年間にわたり白子

❏瑞宝単光章

横
よこ

 山
やま

　雅
まさ

 紀
のり

 氏
71歳（中里中）

郵便局に勤務されました。
　在職中は、郵便物の集配等外務業務をはじ
め保険業務など、日常生活に欠かせない身近
なサービスに携わり、地域やお客様のために
尽力されました。
　業務全般に精励し、住民からの信望も厚く、
郵政事業の発展に寄与されました。

元総務事務官

海は私たちの大切な財産
白子中学校生徒が海岸清掃

叙
勲 
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
白
子
中
学
校
で
は
毎
年
、
夏
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
の
前

に
全
校
生
徒
で
海
岸
清
掃
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
６
月
18
日
（
月
）
に
行
わ
れ
、
１
年
生
が
剃

金
海
岸
、
２
・
３
年
生
が
古
所
海
岸
を
担
当
し
、
漂
着

ゴ
ミ
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
拾
っ
て

集
め
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
は
、
学
校
か
ら
自
転
車
で
海

岸
に
集
合
し
、
約
１
時
間
に
わ
た
り
清
掃
活
動
を
行
い

ま
し
た
。

　
こ
の
日
に
集
め
ら
れ
た
ゴ
ミ
は
、
可
燃
、
不
燃
ゴ
ミ

を
合
わ
せ
て
約
１
５
０
㎏
。

　
「
初
め
は
き
れ
い
に
見
え
た
け
ど
、
歩
い
て
み
る
と

意
外
と
ゴ
ミ
が
あ
り
ま
す
。
海
は
私
た
ち
の
大
切
な
財

産
。
観
光
客
の
皆
さ
ん
が
白
子
の
海
に
来
て
、
き
れ
い

な
海
だ
ね
っ
て
言
っ
て
ほ
し
い
で
す
」
と
生
徒
た
ち
。

　
清
掃
活
動
を
終
え
、
生
徒
た
ち
に
は
観
光
協
会
か
ら

「
げ
ん
き
君
チ
ッ
プ
ス
」
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
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外国人登録法が廃止され、外国人の方も日本人と同様に住民基本台帳法の
対象となり、住民票が発行されます。

新しい在留管理制度 ７月９日スタート！
外国人 住民基本台帳の方も に登録されます

対象となる方 観光などの短期滞在者等以外で、適法に３か月を超えて在留し、日本国内に
住所を有する外国人。

主な変更点

①住民票の写し等の証明書が発行されるようになります。
②外国人と日本人で構成される世帯では、世帯全員が記載された住民票になります。
③ 住所を白子町外へ変更する場合は、白子町役場で転出手続きをして、転出証明書

の交付を受けた後、新住所地の役所へ転入届を提出することになります。

法務省入国管理局ホームページ　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/

問い合わせ　住民課戸籍住民係　☎３３－２１１２
　　　　　　外国人在留総合インフォメーションセンター（平日８：３０～１７：１５）
　　　　　　☎０５７０－０１３－９０４

健康づくり・体力づくりにご利用ください！

白子中学校のプールを無料開放
雨天でもご利用いただけます。１８０ｍのジョギングコースもあります。

対　　象　中学生以上の方（小学生は保護者同伴の場合のみ可）

開放日時　７月２３日（月）～ ８月３１日（金）１３：３０～１９：３０

　　　　　※グランド拡張工事の日程により、開放日を短縮する場合があります。

利用についてのお願い
①車や自転車はプール入り口前の駐車場に駐車してください。
　路上駐車はご遠慮ください。
②入場の際は、水着・帽子を着用してください。
③中学生は、午後５時以降利用できません。
④浮き輪・ビーチボールなどは使用できません。
⑤水温２２℃、気温２３℃未満の場合は開放中止です。
⑥貴重品はお持ちにならないようご協力ください。

【問い合わせ】教育課　☎３３－２１４４
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活用してください！ 住宅に関する補助金
❏いずれの補助金も予算額になり次第、受付を終了します。
　着工の前に、必ずご相談ください。

補助金の種類 対象者 対象住宅・工事 補助金・奨励金額
若者マイホーム
取得奨励金

問い合わせ
建設課
☎３３－２１１６

①�平成23年４月１日以降に
対象住宅を取得した方
②�夫婦で定住している方ま
たは定住する方
③�住宅取得年の４月１日に
夫婦共に満40歳以下の方
④�町税等の滞納がない方
⑤�奨励金交付後、５年以上
継続して夫婦で定住でき
る方

①�自己の居住用に白子町に新た
に建設または購入した住宅
②�建設後、使用されていない住
宅
③�住宅の所有権登記が完了して
いる住宅
④�建築確認済証及び所有権登記
が完了した日から１年以前に
建築完了検査済証の交付を受
けている住宅
⑤居住面積が85㎡以上の住宅

１件あたり20万円
※次の場合加算あり
①町外からの転入
　10万円
②町内建築業者で建築
　10万円
③�住宅取得年の４月１
日に満18歳未満の子
どもがいる
　１人につき10万円

住宅リフォーム
補助金

問い合わせ
建設課
☎３３－２１１６

①�町内に自ら居住している
方
②�世帯全員が町税等の滞納
がない方
③�町内施工業者が工事を行
う方など

①�自己の居住用の住宅または併
用住宅※
②工事金額が20万円以上
※�居住用の床面積が２分の１以
上の住宅

対象工事額の10％
（1,000円未満切捨）

※限度額　20万円

木造住宅耐震診
断補助金

問い合わせ
建設課
☎３３－２１１６

①�町内の区域に木造住宅を
所有している方
②�当該住宅に住所を有する
方または継続的に住所を
有する方
③�この補助金を初めて受け
る方（申請者１人１棟まで）

①�主要構造部が木材で造られて
いる住宅
②�昭和56年５月31日以前に建築
または着工された住宅
③�居住用の建築物で一戸建ての
住宅または併用住宅※
④�２階建以下の住宅
　（地階を除く）
※�居住用の床面積が２分の１以
上の住宅

費用の２分の１

※限度額　４万円

住宅用太陽光発
電システム設置
補助金

問い合わせ
環境課
☎３３－２１１８

①�町内に住所を有する方
（�発電システム設置完了時に
住民登録する場合を含む）
②�世帯全員が町税等の滞納
がない方
③�この補助金を初めて受け
る方
④�電力会社と発電した電力
の受給契約を締結される
方

①�自ら居住または居住を予定し
ている町内の住宅（店舗、事務
所等との併用住宅※を含む）
に発電システムを設置するこ
と（集合住宅・第三者が所有
する住宅は除く）
②�最大出力が10kw未満である
こと。
③未使用品であること
※�居住用の床面積が２分の１以
上の住宅

太陽光発電システム最
大出力に１kwあたり
４万円を乗じた額

※限度額　14万円

合併処理浄化槽設置事業費補助金もご活用ください
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８月１日

新しい保険証は7月中旬以降に、簡易書留でお送りします。
医療機関で受診されるときは、新しい保険証をご使用く
ださい。

新しい保険証に変わります
～国保・後期高齢者医療制度の被保険者証～

国保特定健診・後期健康診査
血圧、血糖値、コレステロール、中性脂肪等の数値が高めの方は、必ず受診しましょう！

集団健診
実　施　日　７月２４日㊋ ２５日㊌ ２６日㊍ ２７日㊎※ ３０日㊊
　　　　　　【予備日】８月１０日㊎
受 付 時 間　１２：４５～１４：００（診察は１３：３０から）
　　　　　　※7月2７日㊎は、１８：００～１９：００も受付

健 診 会 場　白子町健康づくりセンター（役場庁舎南隣）
健 診 内 容　身体計測、腹囲、尿検査、医師の診察、血液検査 等
自己負担金　１,０００円（75歳以上は無料）
※受診票の無い方でも、国保・後期の被保険者であれば、当日受診できます。

　今年度は受診者全員にクレアチニン検査を実施し、
腎透析のリスクを判定します。
　また、６０歳以上の受診者全員に心電図と眼底検査
を実施します。胸部レントゲンと前立腺がん（５０歳
以上）、肝炎検査（７０歳未満）も同時に実施します。

腎臓のろ過機能が正常に機能しているか
どうか、採血で判定する検査です。
判定結果により保健指導を行い、腎臓病
の予防に役立てます。

❏クレアチニン検査

個別健診
　集団健診の日程では都合の悪い方や定期的に医療機関を
受診されている方は、医療機関で個別健診も受診できます。
（注）集団健診と個別健診の両方は受診できません。

※個別健診を希望される方は、健康づくりセンターへご連絡ください。
※町内医療機関（安藤医院、大多和医院、酒井医院、三上クリニック）で受診できます。

○実 施 期 間　　９月１日㊊～１０月３１日㊌
○自己負担金　　２,０００円（75歳以上は無料）

❏問い合わせ　住民課 ☎３３-２１１２　❏健診申込み　健康づくりセンター ☎３３-２１７９

国保 一般被保険者 緑色
退職被保険者 茶色

後期高齢者医療制度 黄色

○新しい保険証の色
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６５歳以上の方の保険料

保険料を滞納すると…
　サービスを 1 割負担で利用できなくなる！？

　介護保険では、通常、費用の 1 割を負担すればさまざまな介護サービスがご利用
いただけます。
　保険料の未納や滞納があると、きちんと納めている方との公平を保つために 1 割
負担でご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。

●サービス利用時の支払方法の変更
　　　（償還払いへの変更）

１年間滞納した場合

●保険給付の一時差し止め
●差し止め額から滞納保険料を控除

１年６か月間滞納した場合

●利用者負担の引き上げ
●高額介護サービス費等の支給停止

２年以上滞納した場合

介護サービスを利用したとき、いったん利用料の
全額を自己負担し、あとで９割相当分を町から払
い戻しされます。

償還払いになった給付費（９割）の一部または全
額を一時的に差し止めるなどの措置がとられま
す。なお滞納が続く場合は、差し止められた額か
ら保険料が差し引かれる場合もあります。

介護保険料の未納期間に応じて、本来１割である
利用者負担が３割に引き上げられたり高額サー
ビス費等が受けられなくなったりします。

サービスを利用しなくても保険料を
納めなければいけませんか？
納めた保険料は返してもらえますか？

　６５歳以上の方の保険料は、地域の介護
サービスをまかなう大切な財源ですから、
医療保険と同様に保険料をお返しすること
はありません。介護保険は助け合いの精神
に基づく社会のしくみです。どうぞご理解
ください。

Q
A

特別徴収か普通徴収
納め方は自分で選べますか？

　介護保険法で、特別徴収と普通
徴収の対象者が決まっていますので、
納め方は自分で選択できません。

Q
A

教えて！介護保険料
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平成２４年度の介護保険料納付が始まります
介護保険制度は、４０歳以上の人が負担する保険料と公費（国・県・町）で運営しています。
６５歳以上の方の平成２４年度介護保険料は次のとおりです。
介護保険料を年金から天引きできない６５歳以上の方は、町から7 月中旬に納付書を郵送します。
町では、皆さんが希望するサービスを受けたい時に利用できるようサービス内容の充実に努めています。
誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は納期限までに必ず納付してください。

あなたの保険料（年額） 白子町の
介護保険料

第１号被保険者
（６５歳以上の方）

生活保護を受給していますか？

はい いいえ

あなたは町民税を課税されていますか？

いいえ はい

世帯の誰かが町民税を課税されていますか？

いいえ
はい

老齢福祉年金を受給していますか？

はい いいえ

前年の所得・年金収入が80万円以下ですか？

はい いいえ

昨年の合計所得が
190万円以上でしたか？

はいいいえ

第１段階
生活保護受給
者または老齢
福祉年金受給
者で、世帯全
員が町民税非
課税

第２段階
世帯全員が
町民税非課
税で本人の
所得・年金収
入が８０万円
以下

第３段階
世帯全員が
町民税非課
税で第２段
階に該当し
ない

第４段階

本人が
町民税
非課税

第５段階
本人が町民
税課税で前
年の合計所
得 金 額 が
１９０万円
未満

第６段階
本人が町民
税課税で前
年の合計所
得 金 額 が
１９０万円
以上

基準額×0.5

25,200円
基準額×0.5

25,200円
基準額×0.75

37,800円
基準額×0.9

45,360円
基準額

50,400円
基準額×1.25

63,000円
基準額×1.5

75,600円

本人が町民税
非課税で、前
年の所得金額
と課税年金収
入額の合計が
８０万円以下
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保険料免除制度・若年者納付猶予制度
　経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予とな
る「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。保険料の免除や猶予を受けずに、保険
料を未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金
が受けられない場合があります。免除等を受けている期間は、１０年までさかのぼって追納できますが、
未納の場合は２年を過ぎると時効で納付できなくなります。

保険料の納付が  なときは

免除・納付猶予の年度（始期から終期）は７月から翌年６月までです

❏全額免除制度　保険料の全額（14,980円）が免除
申請者本人・配偶者・世帯主の方の前年所得が次の範囲内であること
　(扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円

❏一部納付（免除）制度　保険料の一部を納付、残りが免除
申請者本人・配偶者・世帯主の方の前年所得が、それぞれ次の範囲内であること
○４分の３免除（保険料額　3,750円）  78万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
○半 額 免 除（保険料額　7,490円）118万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
○４分の１免除（保険料額 11,240円）158万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
　（注）一部保険料を納付しなかった場合は未納扱いとなります。

❏若年者納付猶予制度　保険料の納付が猶予
３０歳未満の方で、申請者本人・配偶者の前年所得が下記の範囲内であること
（扶養親族等の数＋1）×35万円＋22万円

手続き（申請）に必要なもの　国民年金手帳または基礎年金番号通知書、認印（本人が署名する場合は不要）

※ 退職（失業）した方が申請するときは、退職（失業）していることを確認できる公的機関の証明の
写し（雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等）が必要です。

※ 申請時の住所と１月１日の住所が異なる場合は、前住所地の市区町村長が発行する前年度（申請月
が１月から６月の場合は前々年度）の所得証明（各種控除額等も記載されているもの）が必要です。

免除制度によって違う！　国民年金の受給要件
老齢基礎年金 障害基礎年金・遺族基礎年金

（受給資格期間に算入されるか）
後から保険料を納める
ことができるか（追納）受給資格期間に

算入されるか
年金額に

反映されるか
納 付 ○ されます ○ されます ○ されます １０年以内なら納める

ことができます。
（３年度目以降は当時の
保険料に一定額が加算さ
れます。）

全 額 免 除 ○ されます △ されます※２ ○ されます
一 部 納 付 △ されます※１ △ されます※２ △ されます ※１

若年者納付猶予
学 生 納 付 特 例 ○ されます × されません ○ されます

未 納 × されません × されません × されません ２年を過ぎると納める
ことができません。

※１…一部保険料を納付しなかった場合は、未納扱いとなります。
※２…免除を受けた場合は、年金受給額への反映のされ方が異なります。
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臨時職員（保育士）募集
勤務日数　週５日
勤務時間　日８時間
有給休暇　月１日ほか特別休暇有
賃　金　日額7,750円
　　　（６月と１２月に増給あり）
申込み　随時受付
提出書類　�履歴書、保育士証（また

はこれに代わる証明書）
提出場所　住民課児童係（面談あり）
問い合わせ
　住民課児童係　☎３３－２１１２

親子ミニミニクッキング
と　き　８月４日（土）
　　　　９：３０～１１：００
ところ　健康づくりセンター
内　容　さくさくクッキー
対　象　�Ｈ20年４月２日～Ｈ21年８

月１日生のお子さんとその
保護者

　　　　�（対象以外のお子さん（兄
弟等）は参加できませんの
でご了承ください。）

参加費　無料
持ち物　�エプロン、三角巾、マスク、

飲み物
締切り　７月13日(金）先着20組
申込み・問い合わせ
　住民課児童係　☎３３－２１１２

心配ごと何でも合同相談
と　き　毎月第２水曜日
　　　　（予約不要）
　　　　９：００～１２：００
ところ　白子町公民館
相談員　人権擁護委員
　　　　行政相談委員
　　　　民生委員児童委員
　　　　行政書士
　　　　社会福祉協議会
　　　　（心配ごと相談事務局）
　日常の心配ごとやトラブル、諸届
け等の様々な相談に応じます。秘密
は固く守られますのでお気軽にご相
談ください。
問い合わせ　社会福祉協議会
　　　　　　☎３３－５７４６

肝炎ウイルス検診・前立腺がん検診
　肝炎ウイルス（Ｂ型・Ｃ型）検診と前立腺がん検診を実施します。
　この検査は、腕から少量の採血で行います。
　ご希望の方は直接会場へお越しください。
と　き　７月２４～２７日、３０日　　８月１０日
　　　　受付13:00～14:00（７月27日は18:00～19:00も受付）
ところ　健康づくりセンター

肝炎ウイルス検診 前立腺がん検診
対象者 40歳以上で受診歴のない方 50歳以上の男性
費　用 無　料 ５００円
問い合わせ　保健福祉課　健康づくり係　☎３３－２１７９

胸部レントゲン検診
　過去２年間に受診した方と今年度新たに受診希望のあった方には問診票
を送付します。これ以外で受診を希望される方は早めに申し出てください。

町営ガスの使用名義人をご確認ください

対象者　平成24年４月１日現在　40歳以上の方
自己負担金　５００円（65歳以上は無料）
申込み・問い合わせ　保健福祉課　健康づくり係　☎３３－２１７９

と　き ところ

７月２４日（火） ９：００～１０：３０ 関ふれあいセンター
１２：１５～１４：００ 青少年センター

７月２５日（水） ９：００～１０：３０ 青少年センター１２：１５～１４：００

７月２６日（木） ９：００～１０：３０ 白潟ふれあいセンター
１２：１５～１４：００ 青少年センター

７月２７日（金） １２：１５～１４：００ 青少年センター１７：３０～１９：００

７月３０日（月） ９：００～１０：３０ 南白亀ふれあいセンター
１２：１５～１４：００ 青少年センター

８月１０日（金） １２：１５～１４：００ 青少年センター

　町営ガスの使用名義人はどなたになっていますか？
　名義人の方が住所変更したり亡くなられたりした場合は、名義変更の届
出が必要です。印鑑を持参のうえ、ガス事業所までお越しください。
　問い合わせ　ガス事業所　☎３３－３５３０

着物（浴衣）リメイク教室
タンスに眠っている浴衣をリメイク！浴衣の風合いを生かして洋服作り！
と　き　７月18日（水）、25日（水）、８月１日（水）、８日（水）全４回
　　　　１４：００～１６：３０
ところ　青少年センター�和室
定　員　１５名（先着順）
用意するもの　�浴衣（ない方は購入費1,000円程度）、裁縫道具、ものさし、

ポータブルミシンとアイロン（持参できる方）※手縫い可
参加費　300円程度（材料費）
申込み　７月５日（木）から受付
申込み・問い合わせ　生涯学習課　☎３３－２１４４
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観光地引き網
日　　程 会　場

７月２１日（土） 古所海岸
７月２９日（日） 古所海岸
８月　４日（土） 中里海岸
８月１１日（土） 古所海岸
８月１２日（日） 中里海岸
８月１３日（月） 中里海岸
時　間　９：００～（予約不要）
参加費　無料
※天候や海の状況によって中止に
　なる場合があります。
問い合わせ　商工観光課
　　　　　　☎３３－２１１７

海水浴場開設します
○開設期間
　７月20日㈮～８月26日㈰
○開設時間　８：30～16：00
○場所　剃金、古所、中里
※五井と幸治は開設しません。監視
員がいない場所や期間以外は、事故
が起きやすく危険です。海では監視
員の指示に従いましょう。
問い合わせ　商工観光課
　　　　　　☎３３－２１１７

交通規制を行います
　夏の行楽シーズンを迎え、剃金、
古所、中里の海水浴場周辺道路の交
通混雑の緩和と交通事故防止のため、
下図のとおり交通規制（駐車禁止）
が行われます。
期間　７月21日㈯～８月20日㈪
問い合わせ
　茂原警察署　交通課
　☎２２－０１１０

３０代健康診査
対象者　�平成24年４月１日現在、30～38歳で、職場等で健診を受ける

機会のない方
自己負担　１，０００円
健診内容　医師による診察、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査
日　程　男性　８月２日（木）１３：３０～１４：００
　　　　女性　８月３日（金）１４：２０～１４：５０
※過去２年間未受診で受診をご希望の方は、電話等でお申込みください。
申込み・問い合わせ　保健福祉課　健康づくり係　☎３３－２１７９

ラジコンヘリによる稲の病害虫防除
　稲の病害虫はイモチ病やカメ虫類などさまざまで、稲の安定生産やお
米の品質向上のために病害虫の防除はかかせません。そこで、効率的で
効果的なラジコンヘリコプターによる農薬散布を実施します。
と　き　７月14日（土）・15日（日）４:００頃～１１:００頃（予定）
　　　　天候等により順延する場合があります。
区　域　町内全域　※住宅地（混在地）周辺や他の作物耕作地周辺は除く。
使用農薬　ビームエイトスタークルゾル
問い合わせ　産業課　☎３３－２１１５

結婚５０周年の方は申し出を
　町では「敬老の日」の行事の一環として結婚50周年を迎えられたご
夫婦をお祝いし、記念品を贈ります。本籍地が白子町以外で対象となる
ご夫婦は、保健福祉課へご連絡ください。
対　象　�昭和37年９月～昭和38年８月に婚姻され、夫婦ともにご健在

な方（戸籍謄本を添えてください。）
申出期限　８月１７日（金）
問い合わせ　保健福祉課�　☎３３－２１１３

第１８回 南白亀川イカダのぼり大会
と　き　７月２９日（日）�荒天の場合は８月５日（日）に延期
　　　　開会式１１：００～�　レース１１：３０～
会　場　スタート…旭橋上流部　ゴール…パノラマビュー白子付近
❏ＧⅠレース…予選・決勝を行い、最も速いイカダを決定します。
❏ＧⅡレース…小学生の部・家族の部・女性の部・小型イカダの部
問い合わせ　南白亀川イカダのぼり大会実行委員会事務局
　　　　　　役場総務課内　☎３３－２１１０

親子で犬のしつけにチャレンジ！
と　き　７月２８日（土）・８月１日（水）・８月８日（水）
　　　　８月１５日（水）・８月２５日（土）１３：００～１４：３０
ところ　千葉県動物愛護センター（富里市御料７０９－１）
対　象　小学４年生から６年生までのお子さんとその保護者
　　　　（送迎していただければお子さんのみでも参加できます）
　　　　※犬にさわれる服装で参加してください。　
申込み・定員　７月１７日（火）から受付　毎回各５組で締切り
参加費　無料
申込み・問い合わせ　動物愛護センター　☎０４７６－９３－５７１１
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犬のしつけ方教室
と　き　７月�８日（日）
　　　　８月12日（日）
　　　　13:30～16:00（予約制）
参加費　犬なし　2,500円
　　　　犬同伴　3,500円
ところ　千葉県動物愛護センター
定　員　各開催日　３０組
申込み・問い合わせ
　千葉県動物愛護センター
　（富里市御料７０９－１）
　☎０４７６－９３－５７１１

飼い主さがしの会
と　き　７月28日（土）
　　　　８月25日（土）
　　　　10:00～12:00（予約制）
参加費　無料
ところ　千葉県動物愛護センター
定　員　各開催日　３０組
申込み・問い合わせ　
　千葉県動物愛護センター
　（富里市御料７０９－１）
　☎０４７６－９３－５７１１

児童手当の現況届
　６月分からの児童手当を受けるに
は現況届の提出が必要です。
　まだ手続きをしていない受給者の
方は７月13日（金）までに住民課
へ提出してください。提出されない
場合、10月５日振込分の手当が支
給されませんのでご注意ください。
問い合わせ
　住民課児童係　☎３３－２１１２

毎月第1日曜日
白子温泉無料サービス

　白子町のホテル・旅館では、町民
の方を対象に入浴無料サービスを実
施します。
期　間　８月５日（日）から
時　間　15:00～19:00（20:00退館）
※�タオルをご持参のうえ、受付で身
分証明書を提示してください。
※�ご利用可能なホテル・旅館は、お
問い合わせください。
問い合わせ　商工会　☎33-2517

長生郡市広域市町村圏組合 職員採用試験
試験日　第１次試験（筆記）９月１６日（日）
会　場　長生郡市広域市町村圏組合�管理棟
受付期間　７月24日（火）～８月10日（金）9:00～16:30（土日を除く）
申込み　�所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、事務局総務課へ提出

してください。申込用紙は、事務局総務課と消防本部総務課で
７月中旬から配布する予定です。

職種（募集人員） 受　験　資　格

消　防
（５名程度）

①隔日勤務・交替勤務に従事できる方。
②�昭和63年4月2日から平成7年4月1日までに生ま
れた方で、学歴を問わない。
③身体的条件
　身長：男性160cm以上　女性150cm以上
　体重：男性��50kg以上　女性��43kg以上
　視力：�矯正視力を含み両眼で0.7以上かつ一眼で

それぞれ0.3以上で、赤色、青色、黄色の
色彩の判別ができること。

　聴力：左右とも正常であること。
　身体：職務遂行上支障がないこと。

土　木
（若干名）

昭和52年4月2日から平成7年4月1日までに
生まれた方で、学歴を問わない。

電　気
（若干名）

昭和52年4月2日から平成7年4月1日までに生まれ
た方で、学歴を問わない。ただし、第三種以上の
電気主任技術者免状を有する方。

問い合わせ　長生郡市広域市町村圏組合　総務課　☎２３－０１０７

九十九里地域水道企業団 職員採用試験
平成２４年度山武郡市職員合同採用試験により職員採用試験を行います。
試験日　９月１６日（日）
募集人員　・一般行政職上級・技術職（土木・化学）上級　各１名
受験資格　・�昭和５２年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた

方で、学歴を問わない。
　　　　　・�平成３年４月２日以降に生まれた方で学校教育法に基づく

大学（短期大学を除く）を卒業した方。（平成２５年３月
までに卒業見込みの方を含む）

申込書受付　７月２４日（火）～８月１０日（金）
問い合わせ　九十九里地域水道企業団総務課庶務班
　　　　　　☎０４７５－５４－０６３１

７月２０日㈮～３１日㈫　県下一斉に実施
車にも 乗せようマナーと 思いやり

❐運動の重点目標
　①子どもと高齢者の交通事故防止
　②自転車の安全利用の推進
　③飲酒運転の根絶

夏の交通安全運動
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町民ゴルフ大会結果
❏総合の部
優　勝　小髙　英樹（70.8）
準優勝　三橋真由美（70.8）
３　位　金坂　則雄（71.8）
ベスグロ賞　中村　憲造（73）
❏女性の部
優　勝　三橋真由美（70.8）
準優勝　森川　芳枝（73.8）
３　位　村崎美代子（75.0）
ベスグロ賞　三橋真由美（84）
※�町内各会社・商店等からたくさん
の協賛品をいただきました。
　ありがとうございました。

町民野球大会結果
優　勝　ハーゲンダッツ
　　　　（代表�小高知昭）
準優勝　ワコーズ（代表�石井祐司）
最優秀選手　田辺義貴
　　　　　　（ハーゲンダッツ）
優秀選手　石井祐司（ワコーズ）

町民ソフトボール大会結果
優　勝　ゴールデンウォーターズ
　　　　（代表　高津武光）
準優勝　アベクラ（代表�佐久間信行）

商品券の払戻し
　「旧白子町サービス会」と「白子
町商業協同組合」発行の商品券は、
９月１日から使用できなくなります。
（８月31日まで使用できます）商
品券をお持ちでお使いにならない方
は、払戻し手続きをしますので白子
町商工会へお越しください。

払戻し期間　８月３１日（金）まで
ところ　白子町商工会
問い合わせ　白子町商業協同組合
　　　　　　☎３３－２５１７

白子町職員採用試験
試験日・会場　１次試験（筆記）９月１６日（日） 白子町役場�第５会議室
受付期間　７月２４日（火）～８月１０日（金）※土、日を除く
　　　　　※申し込み用紙は７月１０日（火）から総務課で配付します。
募集人員・資格
①一般行政職上級　１名
　◇昭和52年４月２日から平成３年４月１日生まれの方で学歴を問わない。
　◇�平成３年４月２日以降生まれの方で学校教育法に基づく大学（短期大
学を除く）を卒業した方｡（平成25年３月までに卒業見込みの方を含む）

②一般行政職上級（身体障害者）　１名
　◇�①の資格を満たし、身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手
帳の交付を受け、その障害の程度が１級から６級で自力で通勤でき、
職務の遂行に介護者を必要とせず、活字印刷文の出題に対応できる方。

③保育士　２名
　◇�昭和59年４月２日から平成５年４月１日生まれの方で、保育士の資格
を有する方または平成25年春季までに資格取得見込みの方。

④保健師　２名
　◇�昭和59年４月２日から平成４年４月１日生まれの方で、保健師の資格
を有する方または平成25年春季までに資格取得見込みの方。

⑤管理栄養士　１名
　◇�昭和59年４月２日以降生まれの方で、管理栄養士の資格を有する方ま
たは平成25年春季までに資格取得見込みの方。

問い合わせ　総務課　☎３３－２１１０

６５歳以上の方に「生活状況に関するアンケート」
　町では、６５歳以上の方を対象に「生活状況に関するアンケート」を実
施します。ご自分の健康状態を振り返るための大切なアンケートです。
　回答していただいた方には、結果アドバイスをお届けします。また、必
要に応じて運動や栄養、口腔機能などに関する教室をご案内します。
対象者　４月１日現在、６５歳以上の方で要支援・要介護認定者は除く
アンケートの流れ　①アンケートが自宅に郵送される。
　　　　　　　　　②アンケート用紙に回答を記入し、7月11日（水）
　　　　　　　　　　までに、同封の返信用封筒に入れて返送する。
　　　　　　　　　③８月中旬頃、結果アドバイスが自宅に郵送される。
記入についての問い合わせ　０１２０－７２６－１２８

子ども医療費助成の申請はお済ですか？
　白子町に住民登録をしているお子さんが医療機関にかかった場合、保険
診療による医療費の一部を助成しています。この制度を利用するには、子
ども医療費助成受給券が必要です。まだ申請されていない方は、保健福祉
課健康づくり係（健康づくりセンター）で手続きをしてください。
対　　象　小学３年生までの子どもの通院と入院
自己負担　入院は１日、通院は１回につき300円
　　　　　�（但し、父母の住民税課税状況により無料となる場合や、所得

制限により助成の対象にならない場合もあります。）
※受給券をお持ちの方には、７月下旬に新しい受給券を送付します。
　住所・氏名・保険証等に変更がある場合は変更届を提出してください。
　　　問い合わせ　保健福祉課　健康づくり係　☎３３－２１７９
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10
年
以
上
も
前
に
治
療
し
た
虫
歯
の

詰
め
も
の
が
、
食
事
中
に
取
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
歯
医
者
さ
ん
に
診
て
も
ら

っ
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
奥
ま
で
症
状
が

進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
久
し
ぶ

り
に
何
日
か
通
院
し
ま
し
た
。

　
経
験
の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
歯
の
痛
い
の
は
何
と
も
嫌
な
も
の

で
、
仕
事
や
勉
強
も
遊
び
さ
え
も
や
る

気
を
失
う
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
歯
の
良
し
悪
し
は
体
全
体
の

健
康
に
も
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
特
に
、

食
べ
物
を
よ
く
噛
む
こ
と
が
、
胃
や
腸

な
ど
消
化
器
系
の
健
全
な
活
動
に
繋
が

る
こ
と
は
、
医
学
的
に
も
根
拠
の
あ
る

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
近
年
は
、
子
ど

も
の
時
に
固
い
も
の
を
あ
ま
り
食
べ
な

く
な
っ
た
た
め
、
噛
む
力
が
弱
く
な
っ

た
り
噛
み
合
わ
せ
が
悪
く
な
っ
た
り
と

い
う
問
題
も
数
多
く
発
生
し
て
い
る
よ

う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
町

で
は
妊
婦
さ
ん
に
母
子
手
帳
を
交
付
す

る
時
か
ら
健
康
な
歯
と
安
全
な
出
産
の

関
係
に
つ
い
て
、
保
健
師
が
個
別
指
導

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
お
子
さ
ん
が
生
れ
た
後
は
、

乳
幼
児
健
診
で
の
個
別
指
導
や
フ
ッ
素

塗
布
、
保
育
所
や
小
学
校
へ
出
向
い
て

の
出
張
講
座
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を

と
ら
え
て
継
続
的
に
歯
科
保
健
活
動
を

推
進
し
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
も
あ
り
、

白
子
町
で
の
３
才
児
の
虫
歯
の
保
有
率

は
22
％
程
度
、
高
く
な
り
が
ち
な
学
童

期
に
お
い
て
も
32
％
程
度
に
留
ま
っ
て

い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
小
児
期
に
せ
っ
か
く
健

康
な
歯
を
保
っ
て
い
て
も
、
大
人
に
な

っ
て
か
ら
虫
歯
や
歯
周
病
に
侵
さ
れ
る

ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
す
。
町
の
デ
ー

タ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
国
の
歯
科
疾
患

実
態
調
査
に
よ
る
と
、
成
人
の
約
半
数

が
歯
周
病
に
罹
っ
て
い
る
よ
う
で
す
か

ら
残
念
な
気
が
し
ま
す
。

　
歯
の
良
し
悪
し
は
先
天
的
な
要
素
も

あ
る
よ
う
で
す
が
、
日
々
の
手
入
れ
と

早
め
の
治
療
が
何
歳
に
な
っ
て
も
大
切

な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
最
近
の
歯
の
治
療

技
術
や
治
療
機
器
の
進
化
は
目
覚
ま
し

く
、
音
を
聞
く
だ
け
で
鳥
肌
の
立
つ
よ

う
な
歯
を
削
る
ジ
ー
ジ
ー
と
い
う
音
も

静
か
な
音
に
改
善
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

子
ど
も
に
は
ア
ニ
メ
、
大
人
に
は
美
し

い
世
界
の
風
景
な
ど
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
見
せ

な
が
ら
治
療
す
る
歯
医
者
さ
ん
も
あ
る

よ
う
で
驚
き
で
す
。

　
人
間
の
歯
の
数
は
、
上
下
合
わ
せ
て

32
本
。
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
も
自
分
の

歯
で
噛
ん
で
食
事
を
す
る
こ
と
は
、
介

護
予
防
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
こ
と
で

あ
り
、
80
歳
で
20
本
の
歯
を
残
そ
う
と

い
う
の
が
健
康
づ
く
り
運
動
の
国
を
挙

げ
て
の
目
標
で
す
。

　
日
頃
の
忙
し
さ
か
ら
、
つ
い
つ
い
後

回
し
に
な
り
が
ち
な
歯
の
健
康
で
す
が
、

ま
ず
は
歯
磨
き
の
方
法
も
自
己
流
に
せ

ず
、
正
し
い
方
法
を
習
得
し
、
年
に
１

回
以
上
の
定
期
検
診
を
受
け
る
な
ど
、

歯
の
健
康
維
持
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

町 

長
　
林
　
　
和
　
雄

日頃のケアと定期的なメンテナンスの成果
中田吉蔵さん「よい歯のコンクール」で優秀賞

　８０歳になっても自分の歯を２０本以上保つことを推進する
８０２０（はちまるにまる）運動。
　その一環として、茂原市長生郡歯科医師会で、毎年「高齢者
のよい歯のコンクール」を開催しています。このコンクールは
８０歳以上で自分の歯が２０本以上あり、歯並びや噛み合わせ
が良好な方が対象です。
　今年は、５月１７日（木）に茂原市保健センターで開催され、
中田吉蔵さん（８０歳・剃金東）が出場し、優秀賞を受賞され
ました。「毎日のケアはもちろんだけど、定期的に歯医者に通っ
てメンテナンスをしてもらってるよ」と中田さん。きれいに手
入れされた歯で笑顔も輝いていました。
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が
れ
き
・
ア
ラ
ス
カ
・
一
五
〇
万
㌧

　
「
が
れ
き
」
の
処
理
が
進
ま
ず

被
災
地
の
復
興
が
遅
れ
て
い
ま
す
。

受
け
入
れ
拒
否
が
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
全
く
事
情
が
異
な
る

場
合
が
あ
る
の
を
知
り
ま
し
た
。

前
回
ご
紹
介
し
た
が
れ
き
活
用
の

「
防
災
林
」
計
画
で
す
。
宮
城
県

知
事
は
、
国
に
広
域
処
理
を
依
頼

し
て
い
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、
同

県
議
会
は
議
員
連
盟
を
結
成
、
多

く
の
県
民
の
支
持
を
得
て
「
防
災

林
」
計
画
に
積
極
的
で
す
。

　
世
界
的
な
生
態
学
者
宮
脇　
昭

先
生
（
横
浜
国
大
名
誉
教
授
）
の

「
防
災
林
」
計
画
に
興
味
を
持
ち
、

白
子
海
岸
の
参
考
に
と
情
報
を
集

め
て
い
ま
し
た
が
、
知
事
と
議
会

が
対
立
し
て
い
る
間
に
ど
ん
ど
ん

時
間
が
経
過
、
復
興
に
手
間
取
る

自
治
体
の
内
部
事
情
が
多
少
な
り

と
も
分
か
り
ま
し
た
。

　
二
ヵ
月
ほ
ど
前
か
ら
、
ア
メ
リ

カ
・
ア
ラ
ス
カ
州
、
カ
ナ
ダ
、
ア

メ
リ
カ
・
西
海
岸
に
漂
着
す
る
日

本
の
が
れ
き
の
話
題
が
目
立
ち
ま

す
。
撤
去
の
た
め
に
莫
大
な
費
用

を
要
す
る
こ
と
、
野
生
生
物
へ
影

響
が
及
ん
で
い
る
こ
と
、
環
境
汚

染
の
進
行
な
ど
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
・
ニ
ュ
ー
ス
で
伝
え
ら
れ
ま
す
。

更
に
、
が
れ
き
の
漂
着
は
一
～
二

年
は
続
く
と
予
測
さ
れ
、
そ
の
総

量
は
一
五
○
万
㌧
。
現
地
の
人
々

の
緊
急
支
援
要
請
を
、
連
邦
政
府

が
拒
否
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
ま

す
が
、
日
本
の
が
れ
き
の
ニ
ュ
ー

ス
は
当
分
続
き
そ
う
で
す
。

　
地
震
・
津
波
は
一
年
先
か
、
十

年
先
か
、
い
や
、
百
年
先
か
は
分

か
り
ま
せ
ん
、
特
定
し
て
予
防
す

る
こ
と
の
不
可
能
な
自
然
現
象
で

す
。
今
回
、
日
本
人
の
誰
も
が
テ

レ
ビ
な
ど
を
通
し
て
「
が
れ
き
」

を
見
た
と
思
い
ま
す
が
、
地
震
・

津
波
に
よ
る
被
害
は
、
住
居
や
自

動
車
、
生
活
施
設
な
ど
、
す
べ
て

私
た
ち
人
間
が
作
り
出
し
た
文
化

そ
の
も
の
で
あ
り
、
豊
か
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
被
害
は
増
え
ま
す
。

　
ご
く
近
い
将
来
、
直
下
型
の
地

震
が
起
こ
る
と
地
震
学
の
専
門

家
が
言
い
ま
す
。
ま
た
、
ま
も
な

く
国
の
中
央
防
災
会
議
が
被
害
想

定
や
対
策
を
発
表
す
る
は
ず
で
す

が
、
こ
れ
を
待
た
ず
に
、
巨
大
な

ビ
ル
が
建
設
さ
れ
、
家
を
新
築
す

る
人
が
大
勢
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

自
覚
す
る
、
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、

人
々
は
地
震
・
津
波
を
自
分
な
り

に
解
釈
し
、
割
り
き
っ
て
生
き
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
大
量
の
資
料
を
集
め
、
白
い
ウ

ミ
ガ
メ
と
二
羽
の
赤
い
ツ
ル
を
あ

し
ら
っ
た
ス
テ
ッ
カ
ー
の
試
作
を

続
け
て
い
ま
す
が
、
白
子
町
の
魅

力
と
活
力
を
表
す
一
言
に
、
迷
い

に
迷
っ
て
い
ま
す
。（
高
橋
昭
彦
）

第
一
五
五
回

『
九
十
九
里
浜
の
詩
』
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は

http://w
w
w
4.ocn.ne.jp/~eca33eca/

　犯罪や非行は、身近な地域社会で生まれます。
　それを防止するには、みんながそれぞれの立場で協力し
合い、地域ぐるみで取り組むことが必要です。
　一人ひとりが自らの問題として犯罪や非行の防止と罪を
犯した人の立ち直りの支援に取り組み、家庭から近隣へ、
近隣から地域社会へとその輪が広がることが求められてい
ます。このことをみんなが理解し、力を合わせて犯罪や非
行のない明るい社会にしようとするのが『社会を明るくす
る運動』です。
　毎年７月は『社会を明るくする運動』強調月間です。白
子町『社会を明るくする運動』実施委員会では７月に啓発
活動を行います。白子町には、罪を犯した人の立ち直りの
支援と地域社会の浄化のため、保護司と更生保護女性会が
活動しています。青少年問題などでお困りの方は、お近く
の保護司にご相談ください。

○保護司
古山　陽子 関　　東 ☎３３－３３６０
齋藤　治夫 北高根東 ☎３３－５５２０
三槗　吉辰 浜 宿 西 ☎３３－２４１８
吉野　勝智 幸 治 西 ☎３３－４６０１
篠﨑　義則 中 里 中 ☎３３－４６６８
緑川　良一 南 川 岸 ☎３３－３１９８
三橋要一郎 牛 込 東 ☎３３－５２４９

○更生保護女性会
会　長 緑 川 美知子 ☎３３－２４０２
副会長 吉 井　宣 子 ☎３３－３９６８
副会長 石和田きよ子 ☎３３－７０５２

問い合わせ
　保健福祉課 福祉係　☎３３－２１１３

第62回 社会を明るくする運動
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小
髙
利
子

つ
ば
め
来
る
空
に
国
境
あ
る
や
な
し

水
音
に
声
こ
ろ
が
し
て
蛙
鳴
く

	

秋
葉
晴
耕

丈
比
べ
終
へ
て
さ
ゆ
ら
ぐ
今
年
竹

夏
つ
ば
め
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
に
ひ
る
が
え
る

	

緑
川
美
代
子

短み
じ
か
よ夜
や
花
鳥
諷
詠
ま
ま
な
ら
ず

八
十
の
わ
れ
に
夢
あ
り
雲
の
峰

	

鵜
澤
洋
州

六
月
や
野
良
猫
納
屋
に
仔
を
生
み
し

鎮
守
森
掃
除
さ
れ
を
り
聖
五
月

	

佐
藤
五
城
目

万
緑
に
響
く
教
師
の
呼
ぶ
子
笛

激げ
き
ら
い雷
を
介か

い

せ
ず
牛
の
二に

番ば
ん

噛か
み

	

新
井
田
美
沙
緒

断
層
の
あ
ら
わ
に
崖
の
風
の
百
合

嫁
し
て
姪め

い
え
り
あ
し

襟
足
匂
ふ
菖
蒲
の
湯

	

金
井
道
子

片
脚
を
万
緑
に
置
き
大
吊
橋

少
女
ら
の
白
き
靴
下
更こ

ろ
も
が
え衣

	

平
野
洋
子

洗
濯
の
シ
ー
ツ
の
白
さ
初
夏
の
風

万
緑
の
友
と
訪お

と
な
うふ
鎌
倉
路

	

米
谷
靜
夫

玉
葱
を
干
し
て
吊
し
て
日
の
暮
る
る

止
ま
り
木
の
グ
ラ
ス
に
緑
酒
は
た
た
神

	

遠
藤
　
了

雷
去
り
て
雀
の
も
ど
る
鬼
瓦

青
草
の
日
向
日
陰
の
匂
ひ
か
な

	

片
岡
幹
男

初は
つ

浴ゆ
か
た衣
近
頃
父
に
似
て
来
た
り

万
緑
や
合
掌
造
り
聳そ

び

え
を
り

片�

岡�

幹�

男　
選

関小４年　馬場　有紀奈

白潟小４年　齊藤　雪乃
〈評〉始筆が力強く、終筆もしっか
りと書けました。たて画もまっ
すぐ引けました。

南白亀小４年　梶　菜々子
〈評〉きれいな色づかいで、伝
えたいことがよく伝わるよ
うに工夫して描けました。

小お　

髙だ
か　

利と
し　

子こ

つ
ば
め
来く

る
空そ
ら

に
国こ
っ
き
ょ
う境
あ
る
や
な
し

　

遠
い
国
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
来
る
つ
ば
め
に
思

い
を
馳
せ
る
。

　

鳥
に
は
人
間
世
界
の
よ
う
に
不
自
由
な
国
境
な

ど
存
在
し
な
い
。だ
が
、渡
り
鳥
と
し
て
の
つ
ば
め

の
宿
命
の
哀
れ
さ
に
心
を
寄
せ
る
作
者
な
の
で
す
。

佐さ　

藤と
う　

五ご
じ
ょ
う
め

城
目

万ば
ん
り
ょ
く
緑
に
響ひ
び

く
教き
ょ
う
し師
の
呼よ

ぶ
子こ

笛ぶ
え

　

遠
足
だ
ろ
う
か
、
緑
し
た
た
る
高
原
に
集
合
の
ホ

イ
ッ
ス
ル
が
鳴
り
響
く
。
あ
ち
こ
ち
か
ら
学
童
が
一

斉
に
走
っ
て
集
合
す
る
様
子
が
見
え
る
よ
う
だ
。

　

万
緑
の
季
語
が
学
童
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
想

像
さ
せ
る
。

（
片
岡　

幹
男
）

し
ら
こ
俳
句
会

　
言
葉
の
解
説

つ
ば
め
…�

南
方
か
ら
春
に
来
た
鳥
が
、
夏
に
子
を

育
て
秋
に
帰
る
。

つ
ば
め
・
つ
ば
め
来
る
（
春
の
季
語
）

つ
ば
め
の
子
・
夏
つ
ば
め
（
夏
の
季
語
）

つ
ば
め
帰
る
・
秋
つ
ば
め
（
秋
の
季
語
）

は
た
た
神
…�

は
げ
し
い
雷
の
こ
と
。

〈評〉白子町がきれいになると
良いと思ってポスターを描
きました。
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診療科目　内科・小児科　　茂原市八千代1－5－4（茂原消防署の裏）
診療時間　午後８時～11時まで　２４－１０１０
局番なしの　♯８０００　ダイヤル回線からは043－242－9939
毎日午後７時～１０時

夜間救急
診 療 所
こども救病
電話相談

☆当番医は変更になる場合があります。
　消防本部通信指令課24-0119へお問い合わせください。（休日当番は午前９時～午後５時まで）●休日の当番医案内

月　日 内　　　　科 外　　　　科 一　宮　地　区
７月１日 金 坂 医 院 22-4885 宍 倉 病 院 24-2171 津 谷 ク リ ニ ッ ク 32-5645
７月８日 大 木 医 院 23-2546 君 塚 病 院 25-1811 よねもと整形外科 40-1065
７月15日 わだ内科クリニック 20-3150 鎗田整形外科医院 24-8686 長 島 医 院 42-8800
７月16日 山 之 内 病 院 25-1131 本 納 整 形 外 科 34-5091 いちのみやクリニック 42-1616
７月22日 豊栄元氣クリニック 40-4884 公 立 長 生 病 院 34-2121 睦 沢 診 療 所 44-2236
７月29日 茂 原 中 央 病 院 24-1191 菅 原 病 院 25-1171 秋 場 医 院 42-3323

２０１2（平成24）年
7月/July くらしのこよみ

日 月 火 水 木 金 土
7/1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

胸部レントゲン検査・前立腺がん検診・肝炎ウィルス検診（健セ）　11ページ参照

29 30 31 8/1 2 3 4

2012-7 18

保育所園庭開放
9：30～11：00

乳児健診・BCG（健セ）
受付13：00～13：10
Ｈ24年３月生

（予診票・母子手帳）

（役）…役場　（健セ）…健康づくりセンター　（公）…公民館　（青セ）…青少年センター

今月の納税
固定資産税…………２期
国民健康保険税……１期

７月31日までに納めましょう。

エイズ検査・相談
HIV等抗体検査

（長生保健所）
13：00～14：00

精神保健福祉相談
14：00～16：00

（長生保健所）
（予約制☎22-5167）

心配ごと・人権・行政相談
9：00～12：00（公）

不燃ゴミ（関）
粗大ゴミ（白）

こあらっこ（子育て相談）
13：30～ 予約制
母子手帳持参（健セ）

エイズ検査・相談
HIV等抗体検査

（長生保健所）
13：00～14：00

不燃ゴミ（南）
資源ゴミ（関）

心配ごと相談
9：00～12：00（公）
予約制（☎33-5746）

移動交番（中央公民館）
10：00～11：30

移動交番10：00～11：30
（南白亀ふれあいセンター）

子どもの発達相談
13：00～17：00

（長生保健所）
（予約制☎22-5167）

交通事故巡回相談
（茂原市役所）
10：00～15：00

老人精神保健福祉相談
14：00～15：00

（長生保健所）
（予約制☎22-5167）

こころの健康相談
10：00～14：00

（長生保健所）
（予約制☎22-5167）

心配ごと相談
9：00～12：00（公）
予約制（☎33-5746） 移動交番（中央公民館）

10：00～11：30

精神保健福祉相談
14：00～16：00

（長生保健所）
（予約制☎22-5167）

心配ごと相談
9：00～12：00（公）
予約制（☎33-5746）

粗大ゴミ（南）
資源ゴミ（白）

こころの健康相談
10：00～14：00

（長生保健所）
（予約制☎22-5167）

乳児健診（健セ）
受付13：15～13：30
Ｈ23年7月、12月生

（母子手帳・使用中
の歯ブラシ）

不燃ゴミ（白）
資源ゴミ（南）
粗大ゴミ（関）

療育相談（長生保健所）
13：00～13：30（予約制）

移動交番（中央公民館）
10：00～11：30

稲の病害虫防除
12Ｐ参照

稲の病害虫防除
12Ｐ参照

海の日
不妊相談

（長生保健所）
14：45～16：00
（予約制）

南白亀川イカダ
のぼり大会
11:00～ 開会式

胸部レントゲン検査
前立腺がん検診
肝炎ウィルス検診（健セ）
11ページ参照

後期高齢者保険料…１期
介護保険料…………１期




